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�愛媛県告示第５９号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和２年１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

新居浜市 東田の一部、光
明寺の一部

平成２８年度から
平成３０年度まで

新居浜市（東田の
一部、光明寺の一
部）の地籍図及び
地籍簿

四国中央市 金生町山田井９ 平成２９年度から
平成３０年度まで

四国中央市（金生
町山田井９）の地
籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

令和２年１月２４日

�愛媛県告示第６０号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の２第１項の規定に基づ

き、肱川水系河川整備計画【中下流圏域】を次のとおり変更した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁並びに中

予地方局建設部、大洲土木事務所及び西予土木事務所に備え置いて

縦覧に供する。）

令和２年１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

令和２年１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（成果不整合地域における基準点改測）

２ 作業期間 令和元年７月２２日から

１０月３１日まで

３ 作業地域 松山市、四国中央市

�愛媛県告示第６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 地籍調査の成果の認証………………………………………………………………………………………………………………………………………（農政課）……３５

○ 河川整備計画の変更…………………………………………………………………………………………………………………………………………（河川課）……３５

○ 基本測量の終了の通知…………………………………………………………………………………………………………………………………（道路維持課）……３５

○ 道路の区域変更（県道新居浜東港線）………………………………………………………………………………………………………（東予地方局管理課）……３５

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）……３６

○ 道路の区域変更（県道高茂岬船越線）……………………………………………………………………………………………（南予地方局愛南土木事務所）……３６

○ 指定道路の指定……………………………………………………………………………………………………………………（南予地方局八幡浜土木事務所）……３６

教育委員会規則

○ 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整備等に関する規則……………………………（高校教育課）……３６

教育委員会訓令

○ 愛媛県教職員安全衛生管理規程及び愛媛県教育委員会文書管理規程の一部を改正する訓令…………………………………………………（教育総務課）……３８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜東港線
新居浜市観音原町甲９４１番１９から

同市東田一丁目甲１２３４番２まで

旧 １０．０～１８．８
及び

２０．３～３７．０

０．７７０
及び
０．２０２

新
１０．０～１８．８
及び

１１．３～３７．０

０．７７０
及び
０．４６２

毎週（火・金）曜日発行 第７３号 令和２年１月２４日
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教育委員会規則

�������
�愛媛県告示第６５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和２年１月２４日

愛媛県南予地方局長 大 北 秀

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和２年１月１４日

３ 指定道路の位置

喜多郡内子町平岡甲３７８番４、甲３７９番４、甲３８０番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ５１．７９メートル

� 幅員 ４．５０メートル

�愛媛県告示第６３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和２年１月２４日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県教育委員会規則第１号
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整備等に関する規則を次のように定める。

令和２年１月２４日

愛媛県教育委員会

教育長 三 好 伊佐夫

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整備等に関する規則

（技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部改正）

第１条 技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（昭和２７年愛媛県教育委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県市町立学校職員の人事評価に関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県市町立学校職員の人事評価に関する規則（昭和３３年愛媛県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

元中局建（開）第４２号

令和２年１月１６日
伊予郡松前町大字筒井字金平６０７番１、６０９番３

松山市朝生田町２丁目１３番１７号

株式会社 伊藤組

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡愛南町樽見２２８番２から

同町樽見１８１番２まで

旧 ７．６～１４．０ ０．０５８

新 ９．３～１４．０ ０．０５８

改 正 後 改 正 前

第１４条 省略

（会計年度任用職員の休日、休暇、勤務時間等）

第１５条 職員のうち、地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会

計年度任用職員であるものの休日、休暇、勤務時間等について

は、第２条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等

を考慮して別に定める。

第１６条 省略

第１４条 省略

第１５条 省略

愛 媛 県 報令和２年１月２４日 第７３号
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県立学校職員の人事評価に関する規則の一部改正）

第３条 愛媛県立学校職員の人事評価に関する規則（昭和３３年愛媛県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（指導力不足等教員の取扱いに関する規則の一部改正）

第４条 指導力不足等教員の取扱いに関する規則（平成１５年愛媛県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（人事評価の種類及び実施の時期）

第３条 省略

２～４ 省略

５ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）に

対する第２項及び第３項の規定の適用については、第２項中「１１

月１日」とあるのは「１月１日」と、第３項中「５月」とあるの

は「１５日」とする。

（評価者及び調整者）

第６条 評価者及び評価の調整を行う者（以下「調整者」とい

う。）は次のとおりとする。

（人事評価の種類及び実施の時期）

第３条 省略

２～４ 省略

（評価者及び調整者）

第６条 評価者及び評価の調整を行う者（以下「調整者」とい

う。）は次のとおりとする。

被評価者 評価者 調整者 被評価者 評価者 調整者

省略 省略

イ 職員（ウを除く。） 省略 イ 職員 省略

ウ 会計年度任用職員 会計年度任用職員の

所属する学校の校長

２ 省略 ２ 省略

改 正 後 改 正 前

（人事評価の種類及び実施の時期）

第３条 省略

２～４ 省略

５ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員

（以下「会計年度任用職員」という。）に対する第２項及び第３

項の規定の適用については、第２項中「１１月１日」とあるのは

「１月１日」と、第３項中「５月」とあるのは「１５日」とする。

（評価者及び調整者）

第６条 評価者及び評価の調整を行う者（以下「調整者」とい

う。）は次のとおりとする。

（人事評価の種類及び実施の時期）

第３条 省略

２～４ 省略

（評価者及び調整者）

第６条 評価者及び評価の調整を行う者（以下「調整者」とい

う。）は次のとおりとする。

被評価者 評価者 調整者 被評価者 評価者 調整者

省略 省略

イ 職員（ウを除く。） 省略 イ 職員 省略

ウ 会計年度任用職員 会計年度任用職員の

所属する学校の校長

２ 省略 ２ 省略

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この規則において「教員」とは、愛媛県教育委員会（以下

「県教育委員会」という。）の任命に係る教諭、養護教諭、栄養

（定義）

第２条 この規則において「教員」とは、愛媛県教育委員会（以下

「県教育委員会」という。）の任命に係る教諭、養護教諭、栄養

愛 媛 県 報令和２年１月２４日 第７３号
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教育委員会訓令

（臨時職員の給与規則及び産休補助職員及び育児休業補助職員の給与規則の廃止）

第５条 次に掲げる規則は、廃止する。

� 臨時職員の給与規則（昭和３４年愛媛県教育委員会規則第５号）

� 産休補助職員及び育児休業補助職員の給与規則（昭和５３年愛媛県教育委員会規則第９号）

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会訓令第１号
教育委員会事務局

教 育 機 関

愛媛県教職員安全衛生管理規程及び愛媛県教育委員会文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年１月２４日

愛媛県教育委員会

教育長 三 好 伊佐夫

愛媛県教職員安全衛生管理規程及び愛媛県教育委員会文書管理規程の一部を改正する訓令

教諭、助教諭、養護助教諭及び講師

をい

う。

２・３ 省略

（指導改善研修）

第９条 省略

２ 省略

３ 県教育委員会は、前項の指導改善研修の期間内において、当該

指導改善研修を受けている者が地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号。以下「地公法」という。）第２８条第２項の規定による休職、

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第

２条の規定による育児休業その他やむを得ない事情により一定期

間当該指導改善研修を受けることができなくなったときは、当該

指導改善研修の命令を解除することがある。

４～６ 省略

（免職及び採用又は転任）

第１２条 県教育委員会は、前条第１項第３号に該当すると認定され

た指導力不足等教員について、地公法第２８条第１項の規定による

免職のほか、次の各号に掲げる教員にあっては、それぞれ当該各

号に定める措置を執ることができる。

� 市町の設置する学校に勤務する教員（地公法第２２条の２第１

項の規定により採用された者（以下「会計年度任用職員」とい

う。）、同法第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定に

より採用された者（以下「再任用職員」という。）及び地方公

共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法

律第４８号）第３条第１項若しくは第２項、第４条又は第５条の

規定により任期を定めて採用された者（以下「任期付職員」と

いう。）を除く。） 地教行法第４７条の２第１項の規定により

免職し、引き続いて県教育委員会が任命権を有する常時勤務を

要する職（指導主事並びに校長及び教員の職を除く。以下「県

教育委員会の職」という。）に採用すること。

� 県立学校に勤務する教員（会計年度任用職員、再任用職員及

び任期付職員を除く。） 県教育委員会の職に転任させるこ

と。

教諭、助教諭、養護助教諭及び講師（常時勤務の者及び地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「地公法」という。）第２８条の

５第１項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。）をい

う。

２・３ 省略

（指導改善研修）

第９条 省略

２ 省略

３ 県教育委員会は、前項の指導改善研修の期間内において、当該

指導改善研修を受けている者が地公法

第２８条第２項の規定による休職、

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第

２条の規定による育児休業その他やむを得ない事情により一定期

間当該指導改善研修を受けることができなくなったときは、当該

指導改善研修の命令を解除することがある。

４～６ 省略

（免職及び採用又は転任）

第１２条 県教育委員会は、前条第１項第３号に該当すると認定され

た指導力不足等教員について、地公法第２８条第１項の規定による

免職のほか、次の各号に掲げる教員にあっては、それぞれ当該各

号に定める措置を執ることができる。

� 市町の設置する学校に勤務する教員（地公法

第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定に

より採用された者 及び地方公

共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法

律第４８号）第３条第１項若しくは第２項、第４条又は第５条の

規定により任期を定めて採用された者

を除く。） 地教行法第４７条の２第１項の規定により

免職し、引き続いて県教育委員会が任命権を有する常時勤務を

要する職（指導主事並びに校長及び教員の職を除く。以下「県

教育委員会の職」という。）に採用すること。

� 県立学校に勤務する教員

県教育委員会の職に転任させるこ

と。
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（愛媛県教職員安全衛生管理規程の一部改正）

第１条 愛媛県教職員安全衛生管理規程（平成２１年愛媛県教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県教育委員会文書管理規程の一部改正）

第２条 愛媛県教育委員会文書管理規程（平成３０年愛媛県教育委員会訓令第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

�・� 省略

� 教職員 事務局及び事務所等に常時勤務する教職員（地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第２号に掲げ

る者を含む。）、県立学校に常時勤務する教職員並びにこの訓

令を適用することが適当と認められる者で教育長が定めるもの

をいう。

�・� 省略

（健康管理）

第１６条 省略

２ 安全衛生管理者は、教育委員会が地方公務員法

第４２条の規定により実施する事業に教職員を参加させる

よう努めなければならない。

（定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

�・� 省略

� 教職員 事務局及び事務所等に常時勤務する教職員（臨時職

員

を含む。）、県立学校に常時勤務する教職員並びにこの訓

令を適用することが適当と認められる者で教育長が定めるもの

をいう。

�・� 省略

（健康管理）

第１６条 省略

２ 安全衛生管理者は、教育委員会が地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第４２条の規定により実施する事業に教職員を参加させる

よう努めなければならない。

改 正 後 改 正 前

別表（第５１条関係） 文書保存期間基準 別表（第５１条関係） 文書保存期間基準

保存期間

の種別

項目

長期 １０年 ５年 ３年 １年

保存期間

の種別

項目

長期 １０年 ５年 ３年 １年

省略 省略

人事、福利厚生等 省略 人事、福利厚生等 省略

会計

年度任

用職員

の任免

に関

する文

書

臨時

職員の

任免及

び日々

雇用職

員の雇

用に関

する文

書

省略 省略

省略 省略

令和２年１月２４日 発行
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